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（１）はじめに 

安全に安心して暮らすことは、県民すべての願いです。しかし、犯罪等抑止の努力が重

ねられてきているにも関わらず、不幸にして犯罪等に巻き込まれる方は、後を絶ちませ

ん。 

犯罪等により被害を受けた方及びそのご家族又はご遺族（以下「犯罪被害者等」とい

う。）は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる、財産を奪われるといった直

接的な被害に加え、周囲の偏見や心無い言動等による心身の不調、経済的な損失等、いわ

ゆる「二次被害」や、加害者からの更なる被害（以下「再被害」という。）や再被害を受

けるかもしれない恐怖、不安等に苦しめられます。 

犯罪被害者等が受けた被害を早期に回復、又は軽減し、生活を再建していくためには、

さまざまな関係機関が連携し、犯罪被害者等の立場に立った適切な支援を途切れることな

く提供するとともに、県民や事業者等の周囲の方々が、犯罪被害者等の置かれている状況

や支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等を支える社会を形成していくことが必

要です。また、犯罪被害者等が県内のどこにいても必要な支援を受けることができ、犯罪

被害者等に寄り添った支援が提供されることが重要であると考えます。 

 

（２）国の動き 

平成 16（2004）年に犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、犯罪被害者等の権利利益

の保護を図ることを目的に、「犯罪被害者等基本法」（平成 16年法律第 161号。以下「基本

法」という。）が制定されました。基本法では、犯罪被害者等に対する支援（以下「犯罪被

害者等支援」という。）に関し、国、地方公共団体及び国民の責務が明記されました。 

さらに平成 17（2005）年には、犯罪被害者等の権利利益の保護がより一層図られる社会

をめざして、「犯罪被害者等基本計画」が策定され、犯罪被害者等支援の拡充が図られてき

ました。現在、「第４次犯罪被害者等基本計画」（令和３（2021）年度から令和７（2025）

年度まで）が示されています。 

 

（３）本県の動き 

県では、平成９（1997）年に人権が尊重される、明るく住みよい社会の実現をめざし、

「人権が尊重される三重をつくる条例」（平成９（1997）年三重県条例第 51号）を制定し

ました。この条例に基づき、人権施策の基本となる方針（以下「人権施策基本方針」とい

う。）を定めることとしており、平成 18（2006）年３月、第一次改定時に人権施策基本方

針の人権課題のための施策の一つとして「犯罪被害者等」が加えられ、犯罪被害者等の人

権擁護に関する啓発や権利保護の推進に向け、取り組んできました。 

一方で、平成 18（2006）年９月には、基本法の趣旨に則り、「三重県犯罪被害者等支援

施策連絡会議」（現：「三重県安全安心まちづくり・犯罪被害者等支援施策連絡会議」）を

設置し、庁内関係部局との連携を図ってきました。 

さらに、「犯罪被害者等支援施策市町担当者会議」の開催を通して、市町との情報共有

を図り、協力して県内の犯罪被害者等支援の促進に努めてきました。 

Ⅰ 計画の改定について 

１ 計画改定の経緯・趣旨  
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また、平成 27（2015）年には、被害が潜在化しがちな性犯罪・性暴力被害に遭った方か

らの相談や付添い支援等を行うため、みえ性暴力被害者支援センター「よりこ」を設立し

たほか、平成 29（2017）年には、「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」（平成

16（2004）年三重県条例第２号）に基づく「安全で安心な三重のまちづくりアクションプ

ログラム」において、「犯罪被害者等支援策を充実させる」を重点テーマに設定し、取組

を進めてきました。 

しかし、平成 30（2018）年に県が犯罪被害者等を対象に実施した調査では、犯罪被害者

等が、支援に関する適切な情報提供を受けられていない、さまざまな二次被害に苦しんで

いるといった状況が明らかとなり、犯罪被害者等を取り巻く社会的な環境は、依然厳しい

ことがわかりました。 

そのため、県では、平成 31（2019）年３月、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又

は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建に対する支援を行うとともに、犯罪被害者等を支え

る社会の形成を促進することを目的に、「三重県犯罪被害者等支援条例」（平成 31（2019）

年三重県条例第３号。以下「条例」という。）を制定しました。 

令和元（2019）年 12月には、条例に基づく犯罪被害者等に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図る計画として「三重県犯罪被害者等支援推進計画（令和２（2020）年度か

ら令和５（2023）年度、以下「第一期推進計画」という。）を策定し、犯罪被害者等の心

情に寄り添った切れ目ない支援、県民理解の促進に取り組んできました。 

「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例」及びそれに基づく「安全で安心な三

重のまちづくりアクションプログラム」は犯罪を未然に防止する施策、「三重県犯罪被害

者等支援条例」及びそれに基づく第一期推進計画は、不幸にも犯罪による被害が発生した

後の施策として、両者を車の両輪のような関係と、安全で安心なまちづくりを進めてきま

した。   

第一期推進計画に基づき、着実に支援施策を推進してきましたが、計画策定から４年が

経過し、犯罪被害者等を取り巻く環境や社会情勢が変化し、新たな課題も顕在化してきま

した。 

今回の改定では、社会全体で犯罪被害者等を支える「ひとりじゃないと思える三重」の

実現のため、第一期推進計画の理念を継承しつつ、これまでの取組を検証するとともに、

関係機関等の意見や「三重県における犯罪被害者等の実態等に関する調査結果」などを踏

まえ、残された課題への対応や今日的な課題を加えるなどの見直しを行いました。 
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本計画は、条例第９条に基づき、犯罪被害者等支援に関する施策（以下「犯罪被害者等支

援施策」という。）を総合的かつ計画的に推進するため策定するものです。 

本計画は、県の総合計画「みえ元気プラン」がめざす「安心安全の確保」の実現に向けた

個別計画として位置づけられています。 

 

 

 計画の期間は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までとします。 

計画の期間内であっても、犯罪被害者等のニーズや取り巻く環境等の変化、施策の進捗状

況を踏まえて、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 

 

  

２ 計画の位置づけ 

３ 計画の期間 

〇三重県警察における犯罪被害者等支援の取組 

警察は、被害の届出、被疑者の検挙、被害の回復・軽減、再発防止などを通じ犯罪被害

者等と最も密接に関わり、犯罪被害者等を保護する役割を担う機関です。 

県警察では、各警察署等の被害者支援要員による付添い等支援や臨床心理士資格を持つ

職員によるカウンセリング、犯罪被害給付制度の運用、医療費等の一部の公費負担等、犯

罪被害者等の視点に立った各種施策の推進に努めています。 

また、「命の大切さを学ぶ教室」の開催や関係機関・団体と連携した広報啓発活動等に

より、県民の皆さんに犯罪被害者等支援について理解を深めていただき、犯罪被害者等を

支える社会を形成するための活動を行っています。 

今後も犯罪の抑止・検挙のみならず、犯罪等により被害に遭われた方 

に寄り添った支援を推進します。 
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資料：三重県警察調べ 

資料：三重県警察調べ 

（１）犯罪の発生状況 

県内の刑法犯認知件数は、平成 14（2002）年の 47,600件をピークに年々減少し、令和

３（2021）年中には 7,410件と戦後最少となりましたが、令和４(2022)年中には 7,647件

（前年比 237件増）と増加に転じました。 

 
 

 

 

  

Ⅱ 犯罪被害者等の現状等について 

１ 県内における犯罪の現状  

〇津地方検察庁における犯罪被害者等支援の取組 

検察庁は、刑事事件を捜査して、裁判所に起訴し、その犯人を処罰することを

通じ、社会正義を実現して市民生活や社会経済の基礎である法秩序を守ることを

役割としています。 

捜査や裁判を行うためには、犯罪被害者等の方々の協力が必要であり、その協

力によって、事件の真相が明らかになり、犯人に対し、犯した罪の重さにふさわ

しい刑罰を科すことが可能になります。犯罪によってさまざまな困難に直面した

犯罪被害者等に対しては、適切なサポートが必要です。 

検察庁では、被害者ホットラインを設置し、犯罪被害者等か 

らの問合せに応じるとともに、被害者支援員を配置し、相談、 

法廷への付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還等の各種手続 

きの手助けを行うほか、被害者等通知制度により事件の処分結 

果等を提供するなど犯罪被害者等の保護と支援に努めています。 

刑
法
犯
認
知
件
数
（
件
） 

出展：法務省ウェブサイト 
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資料：三重県警察調べ 

資料：三重県警察調べ 

 

（２）重要犯罪の発生状況 

県民の治安に対する信頼感に大きく関わりのある重要犯罪（殺人、強盗、放火、不同

意性交等の凶悪犯に略取誘拐・人身売買、強制わいせつを加えたものをいう。）の認知件

数は、平成 19（2007）年以降、減少と増加を繰り返しながら、長期的には減少傾向を続

けています。令和４（2022）年は前年に比べ、約 4.1％減少しています。 

 

 

（３）交通事故の発生状況 

交通事故死者数は平成 25（2013）年以降、減少と増加を繰り返しながら、長期的には

減少傾向にあり、令和４（2022）年中は 60人で、過去最少を記録しました。 

しかしながら、令和４（2022）年中の県内の交通人身事故の発生件数は、2,917件と前

年に比べ 195件増加しています。 

 

 

  

件
数
（
件
） 

人
員
（
人
） 

人
身
事
故
件
数
（
件
）・
負
傷
者
数
（
人
） 

死
者
数
（
人
） 
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（１）直接的被害 

犯罪被害者等は、平穏な日常生活を送る中、思いがけず犯罪被害に遭ったことで、生

命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる、財産を奪われるといった直接的な被害

を受けます。 

さらに、加害者から再被害を受け、一層重大な被害となる場合もあります。 

 

（２）心身の不調 

犯罪被害者等は、事件により大きな精神的ショックを受けることで不眠や食欲不振、

集中力の低下等、心身にさまざまな不調が現れます。 

また、加害者から再被害を受けるかもしれないという恐怖や不安に苦しめられる場合

もあります。 

これらにより、一時的に家事や育児、仕事といった事件前には当たり前にできていた

ことが、できなくなることがあります。 

場合によっては、一時的な精神反応にとどまらず、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障

害）等の持続的な症状が現れることもあります。 

  

（３）生活上の問題 

けがの治療や精神的ケアのための医療費、裁判等のための弁護士費用、家事や育児が

手につかなくなったことによる外食、託児サービスの利用増加等あらゆる面で支出が増

加します。 

加えて、仕事上においては、治療や捜査・裁判等のための欠勤が増加し、その結果、

休職・退職を余儀なくされることもあります。 

このように支出が増加する一方で、収入が減少・途絶し、経済的に困窮することが少

なくありません。 

また、自宅が事件現場になった場合や再被害から逃れるために転居を必要とする場合

もあるほか、被害直後の、平穏な日常生活を失い、心身ともに消耗している状態の中

で、行政手続きや司法手続きを行わなければならないという大きな負担も抱えていま

す。 

 

（４）周囲の人の言動等による精神的苦痛等の二次被害の問題 

人から危害を加えられ、人間社会に対する信頼が揺らぐ中、周囲からの好奇の目、偏

見や誤解による心無い言動や中傷、興味本位の質問、インターネット上のいわれなき書

き込み、報道機関等による過剰な取材等が大きな精神的苦痛となっています。周囲に不

信感を募らせ、社会から孤立することも多く、こうした被害後における精神的被害も極

めて深刻です。 

  

２ 犯罪被害者等の置かれている状況 
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犯罪被害者等実態調査の概要 

県では、計画を改定するに当たり、犯罪被害者等が置かれている状況や必要な支援を

把握するため、令和５（2023）年１月 13日から３月 31日までの間、公益社団法人みえ

犯罪被害者総合支援センターへの相談者を対象にアンケート調査を実施しました。 

 
 

 

① 被害後の問題 

ⅰ 経済面について 

「事件をきっかけに仕事を退職・休職しなければならなかった」「事件に関連し

て、医療費、交通費、裁判費用などの負担が生じた」かどうかの質問に「あてはま

る」、「ややあてはまる」と回答した方の合計は、それぞれ 61％、71％でした。自由記

載では「娘（被害者）のカウンセリング代が高く、十分に治療させてあげられない。

娘を家に一人で残しておけず、働きに外に出られないので生活が苦しい。」等、犯罪

被害に遭ったことをきっかけに経済的に困窮している回答がみられました。 
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18

3

50

25

11

32

14
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0
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裁判で損害賠償請求が認められたが、賠償金が支

払われていない

事件がきっかけで休職・退職しなければならなかった

事件に関連して、医療費、交通費、裁判費用等の

負担が生じた

収入が減り、生活が苦しくなった

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない 全くあてはまらない 不明

61%

３ 三重県における犯罪被害者等の実態等に関する調査結果 

回答者数 28 名 

内訳：犯罪被害者本人  11 名 

   犯罪被害者の親族 17 名（配偶者 4 名、親 11 名、子 1 名、きょうだ

い 1 名） 

71％ 

ｎ＝28 
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ⅱ 生活面について 

「役所の手続きがわからず困った」「刑事手続きについてわからず困った」「家事、

育児、介護などができなくなった」かどうかの質問に「あてはまる」、「ややあてはま

る」と回答した方の合計は、それぞれ 54％、61％、50％でした。 
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21

32

25

14

29

40

21

29

14

11

21

14

21

11

0

14

14

25

29
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61
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29
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3

0
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7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

役所の手続きがわからず困った

民事裁判の手続きがわからず困った

刑事手続きについてわからず困った

転居しなければならなかった

マスコミの取材で生活に支障が出た

家事、育児、介護等ができなくなった

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない 全くあてはまらない 不明

〇日本司法支援センター（法テラス）における犯罪被害者等支援の取組 

法テラスは、民事・刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争

の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現するために、

政府全額出資によって設置された法人です。 

法テラスでは、犯罪被害者支援ダイヤル及び全国の地方事務所において、

殺人、傷害、性犯罪、配偶者からの暴力（DV）等の犯罪被害に遭われた

方々やそのご家族の方等からの問合せを受け付け、個々の状況に応じた相談

窓口の案内、利用できる法制度等の支援情報を提供しています。 

また、事案により法律の専門家の力が必要な場合は、犯 

罪被害者等支援の経験や理解のある弁護士を紹介している 

ほか、一定の要件に該当される方には弁護士費用等の援助 

制度の利用を案内するなど、犯罪被害者等を多角的にサポ 

ートしています。 

54% 

50% 

61% 

ｎ＝28 



 

9 

 

 

ⅲ  心身の不調について 

「無力感に苛まれた」、「心身の不調のため、医療機関で治療を受けた」、「不眠、食

欲減退等の症状が１か月以上続いた」かどうかの質問に「あてはまる」、「ややあては

まる」と回答した方の合計は、それぞれ 75％、58％、82％でした。 

また、この項目は、すべての質問に「あてはまる」と回答された割合が他の質問項

目に比べて高いという特徴がありました。自由記載の中には「対人恐怖症になった」

「二度と事件前の体には戻ることは出来ないだろう」等、被害後も心身の不調が続い

ている状況がうかがえる回答が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61
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39
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4
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3

14

14

11
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7
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4

43

4
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4

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無力感に苛まれた

心身の不調のため、医療機関で治療を受けた

不眠、食欲減退等の症状が１ヵ月以上続いた

PTSDと診断を受けた

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない 全くあてはまらない 不明

75%

58%

82%

〇三重弁護士会における犯罪被害者等支援の取組 

弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としています。 

被害者支援は、公益活動の一環として非常に重要な活動と捉えていま

す。 

そこで、三重弁護士会では、犯罪被害者支援センターを設置し、犯罪被

害者等に対する被害回復のための法律相談（初回相談無料）、損害賠償請

求等の示談交渉、裁判における代理人活動、刑事裁判における被害者参加

弁護士、犯罪被害者保護活動（マスコミ対応）、加害者からの権利侵害の

予防等の対応に当たっています。 

同センターでは相談者の心情に寄り添った活動を行うとと 

もに適切な情報提供ができるよう、関係機関と連携しながら、 

会内でも研修等を実施しております。 

ｎ＝28 
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ⅳ 人間関係について 

「噂をたてられたり、心ない言葉に傷つけられたりした」「人目が気になり、外出

できなくなった」かどうかの質問に「あてはまる」、「ややあてはまる」と回答した方

の合計は、それぞれ 69％、71％でした。自由記載では「ありもしない噂をたてられ、

色々さぐられた。」「近所の目を気にして、夜中遠く離れたスーパーまで買い物に行っ

た。」等、周囲の理解不足により人間関係の悪化や生活習慣の変更を余儀なくされて

いる状況がうかがえる回答がみられました。 

 

 

ⅴ 教育・子育てについて 

それぞれの質問に「あてはまる」、「ややあてはまる」と回答した方の割合は、他の項

目に比べ低い傾向にあるものの、自由記載では「子どもが学校を中退した、進学を諦

めてしまった」「子どもが「死にたい」と言った時は辛かった。」等、犯罪被害による

子どもへの影響がうかがえる回答がみられました。 
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相談できる人がいなかった

インターネット等で誹謗中傷を受けた

噂をたてられたり、心ない言葉に傷つけられたりした

人目が気になり、外出できなくなった

事件後、家族関係が悪くなってしまった

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない 全くあてはまらない 不明

71%
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61

47
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18

18
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14
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育児が手に付かなくなった

学費の支払いに困った

子どもが学校に行けなくなった

子どもとの関係が悪くなった

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない 全くあてはまらない 不明

68% 

ｎ＝28 

ｎ＝28 
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ⅵ 裁判関係について 

「裁判の傍聴、証言、陳述などのために精神的苦痛を強いられた」「弁護士をつけ

るお金に困った」かどうかの質問に「あてはまる」、「ややあてはまる」と回答した方

の合計は、それぞれ 47％、50％でした。自由記載の中には「弁護士を探すのに苦労し

た。」「被害者が弁護士費用を負担しなければならないことが解らない。」等、裁判に

関して、人的、経済的に負担になっている状況がうかがえる回答が見られました。 

 

ⅶ 二次被害について 

「県民（事業者）に対する犯罪被害者支援の啓発がまだまだだと思う」「加害者や

その家族の言動に傷を受けた」かどうかの質問に「あてはまる」、「ややあてはまる」

と回答した方の合計は、それぞれ 46％、43％でした。また自由記載の中には「第三者

から、加害者の言いなりに行動したことで、被害者も悪いと言われた。」等、周囲の

人間からの言動による二次被害を受けている状況がうかがえる回答がみられました。 
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被害による損害賠償請求をどうすればいいのかわ

からなかった

裁判の傍聴、証言、陳述などのために精神的苦痛

を強いられた

裁判に関わる機会や意見を述べる機会がなかった

弁護士をつけるお金に困った

裁判の手続きが分からなかった

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない 全くあてはまらない 不明

47%

50%

39

7

32

14

22

7

4

11

15

14

18

7

11

7

14

25

75

39

57

25

11

7

7

7

25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

県民（事業者）に対する犯罪被害者等支援の啓発

がまだまだだと思う

支援に関わる者の言動に傷を受けた

加害者やその家族の言動に傷を受けた

報道で中傷する番組（記事）が放映（掲載）され

た

報道機関から過剰な取材を受けた

あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない 全くあてはまらない 不明

46%

43%

ｎ＝28 

ｎ＝28 
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② 必要な支援 

事件後に必要な支援については、「行政手続きの補助」が最も高く、続いて「裁判所

へ行くときの付き添い」のニーズが高くなっていました 

 

必要な支援において、回答割合の高い上位 12項目 

区分 

当県 

調査 
割合順

位 

平成３０年度 

からの増減率

（％） (%) 

行政手続きの補助 86 1位 128 

裁判所へ行くときの付き添い 79 2位 146 

警察へ行くときの付き添い 75 3位 119 

検察庁へ行くときの付き添い 75 3位 119 

弁護士の紹介・連携 75 3位 100 

損害賠償請求に関する支援 71 6位 123 

専門家による精神的ケア 71 6位 86 

マスコミへの対応 68 8位 148 

相談窓口等に関する情報提供 68 8位 96 

支援サービスに関する情報提供 68 8位 77 

病院へ行くときの付き添い 64 11位 96 

身近な人からの精神的な支え 64 11位 86 

 

③ その他、支援等に関しての意見 

その他、支援に関する意見を自由記載で求めたところ、 

・自分達が、どのような支援が受けられるか把握できなかった。 

・事件の事など思い出して話をすることが辛く、相談しない事もあった。 

  ・支援員からのサポートを受けて、気持ちが楽になった。 

・被害後、傷が癒えたり、体調がよくなったりする人ばかりではない。過去の出

来事として扱うのはやめて欲しい。 

・犯罪被害者等支援について、もっと広めてほしい。被害者等への偏見がなくな

ってほしい。 

といった意見がありました。 
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県が、令和５（2023）年度に県内に在住する満 18歳以上の男女 1000人を対象に実施

した犯罪被害者等支援に関する意識調査によると、犯罪を受けた被害者やその家族が受け

る二次被害について、「知っている」と回答した方の割合は 56％でした。また、犯罪被害

者やそのご家族に対して、周囲の人間がどのように接したら良いか知っているかについて

は、「知らない」と答えた割合が 88％でした。 

県民の犯罪被害者等に対する理解が十分とは言えない状況であることから、広報啓発

活動をさらに進める必要があります。  

 

 

 

（１）県の取組 

県では、平成 31（2019）年に条例を制定して以降、犯罪被害者等の経済的負担を軽減

するため、犯罪被害者遺族や重傷病を負った若しくは精神療養が必要となった犯罪被害者

の方への見舞金給付制度を運用し、速やかな給付を行いました。 

また、県が運営する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターみえ性

暴力被害者支援センター「よりこ」では、ＳＮＳ相談の実施、国と連携した 24時間 365

日の相談体制の構築、相談員の増員等、性犯罪被害に対する相談体制を強化しました。性

犯罪・性暴力への取組として、令和３（2021）年には県内の全小学校に対して小学校低学

年から「プライベートゾーン」について知識を身に付けるための学習教材「おしえて！く

もくん」を配布し、令和４（2022）年には学校で発生した性暴力被害への対応方法を提示

した教職員向けハンドブックを作成し、県内すべての小学校・中学校・高校及び特別支援

学校の教職員に配布しました。令和５年には同ハンドブック活用研修や、被害の潜在化を

防ぐための SNS広告を実施したほか、性犯罪・性暴力の根絶を目指す条例の制定に向けて

検討を始めました。 

さらに「公益社団法人三重県宅地建物取引業協会」及び「公益社団法人全日本不動産

協会三重県本部」と「犯罪被害者等への民間賃貸住宅の仲介等に関する協定」を結び、一

時的に転居が必要となった際の安全な居住先の確保と、仲介手数料の免除による経済的負

担の軽減を図りました。 

その他、各種会議を通じて市町・関係機関との連携強化を図るほか、支援従事者のス

キルアップに向けた講座や研修会の開催、県民への犯罪被害者等に対する理解の促進を図

る「犯罪被害を考える週間」を中心とした啓発イベントを開催しました。 

12

56

88

44

0% 20% 40% 60% 80% 100%

犯罪被害者等に対して、周囲の人間がどのように接し

たら良いかについて

犯罪被害者等が受ける二次被害について

知っている 知らない

４ 犯罪被害者等に対する県民意識 

５ 県・市町における犯罪被害者等支援の取組（第一期推進計画） 

ｎ＝1000 
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また、国へのアプローチとして、令和５（2023）年度には、地方における犯罪被害者

等への支援充実にむけた財政支援や、広報啓発活動の更なる促進等に対して、国への提言

や、全国知事会を通じた呼びかけを行いました。 

 

（２）市町の取組 

県内の市町では、平成 31（2019）年に松阪市で犯罪被害者等支援のための要綱が制定

されたことを皮切りに、各市町で条例・要綱の制定が進み、令和４（2022）年 10月に県

内すべての市町に犯罪被害者等支援のための条例・要綱が制定され、三重県全体で支援の

ベースが整いました。 

また、各市町独自での支援制度も導入されており、犯罪被害者等への見舞金や支援金に

ついては、現在 26市町（26/29）で導入されています（令和５（2023）年９月末時点）。  

その他、一部の市町では独自で転居に関する助成金や、配食、家事代行サービス等、多

様な支援を提供しています。 

 

  
〇公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センターの取組 

公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センターは、犯罪等の被害者やそ

の家族・遺族の方々に対して、精神的支援や必要としている支援を行い、

社会全体の犯罪被害者等支援意識の高揚、犯罪被害者等の被害の早期回復

及び軽減に資するとともに、支援活動を通じて地域の安全に寄与すること

を目的に平成 18（2006）年に設立された犯罪被害者等支援を専門に行 

う民間支援団体です。 

設立の翌年には、三重県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」

の指定を受け、警察からの連絡により、被害を受けた早い時期から必要な

支援を開始することができるようになりました。 

犯罪被害に遭われた方々は、被害直後から長期にわたり多種多様な問題

に直面しますが、このような問題に対して本人 

だけで解決することは一般的に困難であること 

が多く、そこで被害に遭われた方々の主体性や 

自己決定を尊重した、第三者による支援が必要 

となります。 

公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センタ 

ーでは、電話・面接相談、日常生活の支援、病院や警察、裁判所への付添

いなど、各種支援を行うとともに、他機関とお互いに協力するためのネッ

トワークづくり、さまざまな支援のコーディネートを行うなど、民間なら

ではの支援を行っています。 

多くの方々が、手を差し延べ、社会全体が連携し、被害に 

遭われた方々を支えることが、ひいては犯罪のない安全で安 

心して暮らせる地域社会の実現につながります。 
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犯罪被害者等支援の基本理念については、条例第３条に次のように定められています。 

 

 
 

 

条例第３条の基本理念に基づき、犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、次の３つの基本方針を掲げます。 

 

１ 犯罪被害者等の基本的人権を重んじ、犯罪被害者等の立場に立った適切な支援が提供さ

れること 

 

どのような状況に置かれたとしても個人としての尊厳は、当然重んじられなければなり

ません。 

それにも関わらず、犯罪被害者等は、しばしば被害の責任が犯罪被害者自身にあるかの

ように見なされたり、被害の実態を理解されなかったりして、社会から孤立することも少

なくありません。 

犯罪被害者等支援は、尊厳を重んじられるべき個人として、当然に保障される基本的人

権の保護を図るためのものであり、支援者は、そのことを念頭に犯罪被害者等の立場に立

ち、支援を実施していく必要があります。 

また同時に、県民も犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性に

ついて理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに犯罪被害者等

支援施策に協力するなど、支援の輪を広げていく必要があります。 

 

 

Ⅲ 犯罪被害者等支援に関する基本方針について         

１ 基本理念 

２ 基本方針 

【第１項】 

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられると

ともに、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、

犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されなければならない。 

【第２項】 

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び

原因、犯罪被害者等の置かれている生活環境その他犯罪被害者等の事情に

応じて適切に推進されなければならない 

【第３項】 

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支

援が途切れることなく提供されることを旨として推進されなければならな

い。 
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２ 犯罪被害者等の個々の事情・置かれている状況等に応じた犯罪被害者等に寄り添った支

援が提供されること 

     

犯罪等の被害には、身体的被害、精神的被害、財産的被害といった被害の内容や犯罪行為

との関連性の強さ等、被害の状況に差異があります。 

また、犯罪被害者等の年齢、性別、家族の有無、家庭の状況、経済的状況、就労・住居

の状況、再被害及び二次被害を受けるおそれの有無等、犯罪被害者等が置かれている状況

にも差異があります。 

犯罪被害者等支援は、これら犯罪被害者等の具体的状況の差異に応じて、必要かつ有効

な施策を適切に実施していく必要があります。 

 

３ 犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れることなく提供されるこ

と 

 

犯罪被害者等が、平穏な生活を再建するまでには、長い時間を要します。 

時間の経過や環境の変化、支援の効果等により、犯罪被害者等が、直面する問題は変化

し、それに伴い必要とされる支援も変化します。 

犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が必要とする支援を途切れることなく受けられるよ

う施策を実施していく必要があります。 
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第一期推進計画に基づき、犯罪被害者等支援施策を進めていくうえで、以下のような課題

があることから、解決に向けて取り組みます。 

 

本県における犯罪被害者等支援にかかる主な課題 特に注力して取り組む必要のある施策 

犯罪被害者等に対する県民の理解促進、二次被
害の防止について 
・公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センタ
ー、みえ性暴力被害者支援センター「より

こ」の認知度が低く、広報活動を強化する必
要があります。 

・周囲の心無い言葉、インターネット上の誹謗
中傷といった二次被害が後を絶ちません。 

・犯罪被害者等の置かれている状況や犯罪被害
者等に対する支援の必要性について、さらに
県民の理解を促進する必要があります。 

「犯罪被害を考える週間」における広報啓
発の実施 
ＳＮＳ等さまざまな広報媒体を活用した広
報の強化 

・週間中における集中したイベント開催、街
頭啓発の実施やあらゆる機会をとらえ、さ
まざまな媒体を活用した広報啓発の実施に
よる県民の理解促進 

犯罪被害者等への支援に関する出前講座の
実施 
・学校、事業者等幅広い層に対して、犯罪被

害に遭った場合の配慮や二次被害防止への
理解を促進 

 

総合的な支援体制について 
・市町により支援体制もさまざまで対応力にも
差が生じているため、支援従事者の対応力向
上や関係機関の更なる連携の強化が必要で
す。 

・市町の支援内容に地域による不均衡が生じて
いることから、支援内容のさらなる充実が求
められます。 

県・市町・関係機関・民間支援団体等の連
携強化による総合的支援体制の強化 
・関係機関相互が連携し、県全体で支援を提
供できる体制づくり 

・市町の支援内容の充実 
犯罪被害者等支援に従事する者に対する研
修等の充実 
・支援従事者の対応力向上にむけた研修会の
開催 

性犯罪・性暴力への対応について 

・被害者の潜在化を防ぐため、広報活動の更な
る強化が必要です。 

・被害者は年齢、性別、状態も様々であるの
で、あらゆる相談者に対応できるよう支援体
制の強化が必要です。 

みえ性暴力被害者支援センター「よりこ」 

の運営及び強化 
・被害の潜在化を防ぐための広報活動の強化 
・ＰＴＳＤ治療に精通した精神科を含めた医
療機関との連携の拡充や支援内容の充実 

学校現場における犯罪被害への対応力の強 
化 
・子どもの性犯罪・性暴力被害発生時の対応
力及び被害の潜在化を防ぐための対応力向
上と連携強化 

 

Ⅳ 犯罪被害者等支援に関する具体的施策について 

１ 特に注力して取り組む必要のある施策  
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具体的施策の体系は、条例第１条の目的に基づき、「犯罪被害者等が受けた被害の早期回

復・軽減及び犯罪被害者等の生活再建に対する支援」、「犯罪被害者等を支える社会の形成の

促進」の２つを「施策の柱」とします。 

「基本施策」の下に「施策」を整理し、３年間の計画期間において、特に注力して取り組

む必要のある施策を「重点施策」として位置づけて実施します。 

 

 

施策体系図

被害の早期回復・軽減
のための支援

P2４

P2４

基本方針

施策の柱

施策

犯罪被害給付制度の運用

③

④

⑤

犯罪被害者等の実情に応じた福祉サービス等の提供

①

P2４

P2４

P2４

P2３

P2３

⑤

⑧ 交通事故にかかる相談対応

⑨ 損害賠償請求に関する支援

三重県犯罪被害者等見舞金の速やかな給付

公費負担制度の運用

性犯罪・性暴力被害者に対する初期医療的処置の公費負担

犯罪被害者等に対するカウンセリングの実施

≪重点≫学校現場における犯罪被害への対応力の強化

⑥

児童虐待にかかる相談対応⑦

P2２

P2２

⑥

⑦

P21

P21

P21

P2２

P2２

P2２

②

③ 被害者支援要員の運用

④

ＤＶ被害にかかる相談対応

≪重点≫みえ性暴力被害者支援センター「よりこ」の運営及び
強化

性犯罪被害者相談ダイヤル「♯８１０３」（ハートさん）及び
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつ
ながるダイヤル「＃８８９１」（はやくワンストップ）の運
用・周知

警察からの適切な情報提供等

②

犯罪被害者等が受けた被害の早期回復・軽減及び犯罪被害者等の生活再建に対する支援

1 犯罪被害者等の基本的人権を重んじ、犯罪被害者等の立場に立った適切な支援が提供されること

2
犯罪被害者等の個々の事情・置かれている状況などに応じた犯罪被害者等に寄り添った支援が提供さ
れること

3 犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れなく提供されること

P20①
《重点》県・市町・関係機関・民間支援団体等の連携強化によ
る総合的支援体制の強化

基本施策 現計画

相談及び情報の提供

２ 具体的施策の体系  
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P３２
犯罪被害者等への理解の
促進

⑥ インターネット上の誹謗中傷等への対応 P３３

⑥

支援従事者の心理的外傷のケア

P３1

P３0

⑤ P３1

② P３0

③

三重県労働相談室の運営及び公共職業訓練の実施

P2６生活再建に対する支援

P３0

① 再被害防止措置の推進

被害直後における緊急避難場所の確保

≪重点≫「犯罪被害を考える週間」における広報啓発の実施①

犯罪被害者等を支える社会の形成の促進

総合的な支援体制の整備 ①

市町の総合的対応窓口機能の強化

民間支援団体の活動への支援

≪重点≫犯罪被害者等支援に従事する者に対する研修等の充実

《重点》県・市町・関係機関・民間支援団体等の連携強化によ
る総合的支援体制の強化【再掲】

④

⑤

P３３

④ P３３

⑤ 医療従事者等の犯罪被害者等への理解の促進 P３３

②

P３４③

P３２≪重点≫ＳＮＳ等さまざまな広報媒体を活用した広報の強化

≪重点≫犯罪被害者等への支援に関する出前講座の実施

事業者の犯罪被害者等への理解の促進

学校における犯罪被害者等への理解の促進⑦

P2７

P2７

③ ＤＶ被害者や被虐待児童等の一時保護

④

≪重点≫学校現場における犯罪被害への対応力の強化
【再掲】

事業者の犯罪被害者等への理解の促進

安全確保等のための民間賃貸住宅物件情報提供制度の運用

犯罪被害者等及びＤＶ被害者の県営住宅優先枠抽選制度の運用

⑥

⑦

P３0

P2７

P2７

P2７

P2６②



 

20 

 

 

 

 

【現状・課題】 

犯罪被害者等は、突然、事件・事故に遭遇し、生活が激変したり、精神的なショックを

受けたりして、心身ともに日常生活を送ることさえ難しい状態となっている中で、事情聴

取等の捜査協力や、公判への出廷、各種行政手続きの申請、民事訴訟の提起等、それまで

体験したことのない、さまざまなことに対応していかなければならなくなります。 

県が実施した犯罪被害者等実態調査において、「事件後に必要な支援について必要だと思

うものは」と尋ねたところ、「行政手続きの補助」が最も多く挙げられたことから、犯罪被

害者等の状況に応じ、必要な支援サービスがワンストップで提供される支援体制が必要で

す。 

犯罪被害者等の心情に寄り添った相談、実情に応じた支援が途切れることなく続くこと

が不可欠です。 

 

【施 策】 

施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

《重点施策》 

①県・市町・関係機

関・民間支援団体等の

連携強化による総合的

支援体制の強化 

市町担当者会議、ブロック別勉強会等各種会

議を通じて、各種行政サービスの窓口である県

や市町、犯罪発生直後から犯罪被害者等支援を

実施する警察、公益社団法人みえ犯罪被害者総

合支援センターとその他関係機関の相互の連携

を強化し、関係機関が一体となって支援の提供

を行う体制づくりを図ります。 

また、県庁内については「三重県安全安心ま

ちづくり・犯罪被害者等支援施策連絡会議」を

開催し、庁内の情報共有と関係部局間の連携強

化を図ります。 

環境生活部 

  

３ 具体的施策  

（１）犯罪被害者等が受けた被害の早期回復・軽減及び犯罪被害者等の 

生活再建に対する支援 

Ａ 相談及び情報の提供 

条例第 15条 相談及び情報の提供 

第 18条 損害賠償請求に関する支援 
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施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

《重点施策》 

②みえ性暴力被害者支

援センター「よりこ」

の運営及び強化 

性犯罪・性暴力の被害者専門相談窓口である

みえ性暴力被害者支援センター「よりこ」を運

営し、多様な性犯罪・性暴力被害者の相談・支

援を行えるよう、体制強化や支援内容強化の推

進に向けて検討を行います。 

 特に誰にも相談できずにいる性犯罪・性暴力

被害者は多く存在すると考えられることから、

被害者の潜在化を防ぐため、ＳＮＳ等さまざま

な媒体を活用した効果的な広報啓発を行い、「よ

りこ」の社会的認知度の向上を図ります。 

 年齢、性別問わず発生する性被害・性暴力に

対して、身体的負傷や心的外傷など、多様化す

る相談に対応できるよう、ＰＴＳＤ治療に精通

した精神科を含めた医療機関との連携の充実を

図ります。 

環境生活部 

③被害者支援要員の運

用 

殺人、不同意性交等、傷害（全治１か月以

上）、交通死亡事故等の身体的、精神的被害が大

きい事件・事故が発生した場合に、被害者支援

要員を配置し、病院等への付添い、公益社団法

人みえ犯罪被害者総合支援センターをはじめと

する関係機関の紹介等、各種支援活動を行いま

す。 

 また、二次被害防止のため、被害者支援要員

の知識・能力の向上を図ります。 

警察本部 

④性犯罪被害者相談ダ

イヤル「♯８１０３」

（ハートさん）及び性

犯罪・性暴力被害者の

ためのワンストップ支

援センターにつながる

ダイヤル「＃８８９

１」（はやくワンスト

ップ）の運用・周知 

全国統一の性犯罪被害相談ダイヤル「♯８１

０３」（ハートさん）や、全国統一の性犯罪・性

暴力被害者のためのワンストップ支援センター

につながるダイヤル「＃８８９１」（はやくワン

ストップ）により、性犯罪・性暴力被害者から

の相談に対応します。 

「＃８１０３」「＃８８９１」の認知度を高

め、性犯罪・性暴力被害者の潜在化を防止する

ため、各種広報媒体を利用して、周知を図りま

す。 

警察本部 

環境生活部 
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施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

⑤警察からの適切な情

報提供等 

連絡責任者を指定し、犯罪被害者等の要

望に応じて、捜査状況等の情報提供を行い

ます。 

また、刑事手続や関係機関・団体の犯罪

被害者等支援施策を分かりやすく取りまと

めた「被害者の手引」や「灯り（犯罪被害

に遭われた方のためのノート）」を犯罪被害

者等に配付し、刑事手続、損害賠償請求等

に関しての情報提供を行うことで、被害者

が早期に支援団体による支援を受けやすく

なるように努めます。 

警察本部 

⑥ＤＶ被害にかかる相

談対応 

女性（婦人）相談員が、ＤＶ被害に悩む

方の相談に応じるとともに、弁護士による

専門相談を実施し、犯罪被害者等支援を行

います。 

また、多様化、複雑化する相談に対し、

適切な情報提供を行うため、女性（婦人）

相談員の専門性の向上に向けて研修を行う

など、相談体制の充実を図ります。 

子ども・福祉部 

⑦児童虐待にかかる相

談対応 

児童虐待にかかる相談を実施します。 

養育相談の窓口である市町との連携を 

より強化します。 

子ども・福祉部 

⑧交通事故にかかる相

談対応 

交通事故相談において、示談や損害賠償

請求等にかかる情報提供を行います。 

相談員の更なる専門性の向上に努め、的

確に助言します。 

環境生活部 

⑨損害賠償請求に関す

る支援 

関係機関と連携を図り、民事法律扶助制

度による弁護士費用及び損害賠償請求費用

の負担軽減等の各種制度について周知を図

るほか、再提訴等への支援についても検討

します。 

環境生活部 
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【現状・課題】 

 犯罪被害者等は、犯罪等により、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされる、財

産を奪われるといった直接的な損害を受けるだけでなく、被害後、休職・退職を余儀なく

されるなど、収入が減少・途絶する場合が多くあります。加えて、医療費、転居費、交通

費、裁判費用等の新たな負担が生じるなど、経済的に困窮することが少なくありません。

県が実施した犯罪被害者等実態調査では 71％の方が「事件に関連して、医療費、交通費、

裁判費用などの負担が生じた」と回答しています。こうしたことから経済的な負担を軽減

する支援が求められます。 

犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、自分自身や家族が犯罪等の対

象とされたこと自体から精神的被害を受けます。また、周囲の偏見や心無い言動等による

二次被害で、更に精神的な苦痛等を受けます。 

 県が実施した犯罪被害者等実態調査において、82％の方が、「不眠、食欲減退等の症状が

１か月以上続いた」と回答していることから、カウンセリング等の専門家による精神的な

ケアが受けられる体制を整えること等が必要です。 

 

【施 策】 

  

施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

①三重県犯罪被害者等

見舞金の速やかな給付 

被害直後から医療費等さまざまな費用負担を

強いられる犯罪被害者等に遺族見舞金、重傷病

見舞金、精神療養見舞金を給付し、犯罪被害者

等の被害直後における経済的負担を軽減しま

す。 

制度の周知を図るとともに、速やかな給付を

めざします。 

環境生活部 

②犯罪被害給付制度の

運用 

犯罪被害給付制度により、遺族給付金、重傷

病給付金、障害給付金を給付し、犯罪被害者等

の精神的・経済的負担を軽減します。 

制度の周知を図るとともに、犯罪被害給付の

早期の仮給付及び裁定をめざします。 

警察本部 

（１）犯罪被害者等が受けた被害の早期回復・軽減及び犯罪被害者等の 

生活再建に対する支援 

Ｂ 被害の早期回復・軽減のための支援 

条例第 16条 経済的負担の軽減 

第 17条 保健医療サービス及び福祉サービスの提供 
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  施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

③公費負担制度の運用 

公費負担制度により、医療費、カウンセリン

グ費用、ハウスクリーニングに要する経費等の

一部を公費で負担します。 

制度の積極的な運用及びその周知を図りま

す。 

警察本部 

④性犯罪・性暴力被害

者に対する初期医療的

処置の公費負担 

みえ性暴力被害者支援センター「よりこ」に

相談した性犯罪・性暴力被害者に対する緊急避

妊処置料、性感染症検査費用等の初期医療的処

置を公費で負担するとともに、制度の積極的な

運用及びその周知を図ります。 

また、性犯罪・性暴力被害を受けた際の外傷

に対する支援等への拡充も視野に入れ検討しま

す。 

環境生活部 

⑤犯罪被害者等に対す

るカウンセリングの実

施 

臨床心理士資格等を有する職員により、犯罪

被害者等に対するカウンセリングを実施しま

す。 

部内カウンセラーの制度を職員に周知して積

極的な運用を図るとともに、カウンセリング技

術・能力の向上を図ります。 

警察本部 

《重点施策》 

⑥学校現場における犯

罪被害への対応力の強

化 

スクールカウンセラーにより、犯罪被害者等

である児童生徒の精神的なケアを実施するとと

もに、教職員とスクールソーシャルワーカー

が、関係機関との積極的な連携を一層図りま

す。  

特に性犯罪・性暴力被害に対しては受講を希

望する教職員を対象に、性犯罪等に関する研修

を実施することで、専門的な知識を得ると同時

に、喫緊の教育課題への対応力の向上をめざし

ます。 

教育委員会 

⑦犯罪被害者等の実情

に応じた福祉サービス

等の提供 

生活福祉資金貸付制度や授業料減免制度、生

活保護制度等の犯罪被害者等が実情に応じて利

用できる福祉サービスや各種助成制度等の情報

を提供し、支援につなげられるよう、犯罪被害

者等支援に従事する支援従事者の資質向上や関

係機関の連携を強化します。 

また、毎年度、県の犯罪被害者等支援施策を

取りまとめた「犯罪被害者等支援関連事業」を

作成し、わかりやすい情報提供に努めます。加

えて、市町における犯罪被害者等支援施策集の

作成を支援します。 

環境生活部 他 
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〇性犯罪・性暴力に対する三重県の取組 

 

【みえ性暴力被害者支援センター「よりこ」】 

みえ性暴力被害者支援センター「よりこ」（以下「よりこ」という。）は、平成 27

（2015）年６月１日に本県の性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターと

して開設しました。性犯罪・性暴力被害者一人ひとりの状況に応じた支援を行い、被害者の

負担の軽減と心身の早期回復を図るとともに、被害の潜在化の防止に努めています。 

「よりこ」では、電話、メール、SNS、面接等にて相談を受けています。「よりこ」への相

談は、被害直後から過去の被害に至るまで幅広い時期における、「性的被害」に関するもの

が主な内容となっており、専門の相談員が電話相談等のほか、必要に応じて、法律相談、心

理相談、医療機関や関係機関の紹介、法廷、病院、警察等への付添い、自宅訪問、日常生活

の支援等を実施しています。 

性犯罪・性暴力被害は、被害者に落ち度があるかのように見なされ 

たり、噂を流されたりする二次被害に遭う可能性の高い被害です。 

勇気を出して、支援を求めた被害者が二次被害に遭わないよう、支 

援に関わる医療従事者、支援従事者等には、被害者の心情に配慮した対応が求められます。 

 

【プライベートゾーンに関する教育】 

子どもたちが性暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならな 

い未来をつくるため、小学校低学年から「プライベートゾーン」につ 

いての知識を身につけるための学習教材「おしえて！くもくん」を県 

内の全小学校（私立含む 全３４７校）に各１冊ずつ配付しました。 

 

【教職員向けハンドブックの作成】 

学校で発生した性暴力被害に対して、被害を把握してから学校がと 

るべき行動のタイムライン等を提示した教職員向けハンドブックを作 

成し、県内すべての小中高校と特別支援学校の教職員に配布しました。 

 また教職員やスクールカウンセラー等に対するハンドブックの活用 

研修を行いました。 

 

【SNS 広告】 

性犯罪・性暴力被害を誰にも相談できず一人で抱え込んでいる状況を防ぐため、

Instagram、TikTok 等でセグメント設定によりターゲットを絞った SNS 広告を行いまし

た。 
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【現状・課題】 

犯罪被害者等は、加害者から再び危害を加えられる再被害を受けるおそれや不安を抱え

ています。そのような不安から被害の届け出をためらうことのないよう、不安を取り除

き、安全を確保する必要があります。 

また、報道機関等からの過剰な取材等による二次被害から逃れるためなど、一時的な転

居等が必要になることがあり、場合によっては、犯罪等により従前からの住居に居住する

ことが困難となることもあります。 

被害後、精神的・身体的被害による仕事の能率低下、治療のための入院・通院、捜査協

力や裁判への出廷等による休暇や欠勤等、仕事に支障をきたす場合があります。 

また、職場において二次被害を受け、出勤がつらくなるなど、事件後に仕事を休職・退

職せざるを得なくなる場合が多く、県が実施した犯罪被害者等実態調査でも、61％の方が

「事件をきっかけに仕事を退職・休職しなければならなかった」と回答しています。職場

における犯罪被害者等への理解の促進や二次被害の防止、職を失った場合の支援が必要で

す。 

 

【施 策】 

施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

①再被害防止措置の推

進 

再被害を受けるおそれがある犯罪被害者等を

再被害防止対象者に指定し、非常時の通報要領

や自主警戒等の防犯にかかる指導及び助言を行

うとともに、パトロールの強化、防犯機材等の

貸与、犯罪被害者等の個人情報の保護等、安心

して生活できるよう、再被害防止策を講じま

す。 

警察本部 

②被害直後における緊

急避難場所の確保 

自宅が犯罪行為の現場になるなど、自宅での

居住が困難になった場合で、自ら居住場所を確

保できない場合等に宿泊費用を公費で負担し、

緊急避難場所を確保します。 

制度の積極的な運用を図り、犯罪被害者等の

安全の確保に努めます。 

警察本部 

  

（１）犯罪被害者等が受けた被害の早期回復・軽減及び犯罪被害者等の 

生活再建に対する支援 

Ｃ 生活再建に対する支援 

条例第 19条 安全の確保 

第 20条 居住の安定 

第 21条 雇用の安定 
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施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

③ＤＶ被害者や被虐待

児童等の一時保護 

ＤＶ被害者や同伴する児童、被虐待児童等の

安全を確保するため、関係機関等と連携し、速

やかに一時保護を行います。 

また、ＤＶ被害者については、自立支援に向

けて取り組みます。 

子ども・福祉部 

④安全確保等のための

民間賃貸住宅物件情報

提供制度の運用 

犯罪被害や二次被害・再被害防止のために一

時的に転居が必要となった際の居住先を速やか

に確保するため、「公益社団法人三重県宅地建

物取引業協会」「公益社団法人全日本不動産協

会三重県本部」との協定に基づき、希望に沿っ

た民間賃貸住宅物件の情報提供を行い、入居契

約時における仲介手数料を免除します。 

制度の周知を図るとともに、速やかな提供を

めざします。 

環境生活部 

⑤犯罪被害者等及びＤ

Ｖ被害者の県営住宅優

先枠抽選制度の運用 

県営住宅の入居者の公募に当たり、犯罪被害

者等及びＤＶ被害者は、一定割合で設置する優

先枠において、一般世帯に先立って抽選を行

い、落選しても一般世帯とともに再度抽選に参

加できることとしています。 

また、緊急に迫られる事情がある場合は、公

募によらず国の承認を得て、１年を超えない期

間に限り県営住宅への入居が可能です。 

制度の周知を図り、速やかな対応をめざしま

す。 

県土整備部 

⑥事業者の犯罪被害者

等への理解の促進 

県内の事業者、事業者団体に対し、犯罪被害

者等への理解の促進と必要な配慮等について、

啓発を実施し、被害後の休職・退職及び職場に

おける二次被害の防止等を図ります。 

環境生活部 

⑦三重県労働相談室の

運営及び公共職業訓練

の実施 

三重県労働相談室において、労働に関わるあ

らゆる困りごとの相談を受け付け、適切な支援

につなげるとともに、離転職者の早期再就職に

向けた必要な訓練等を実施します。 

雇用経済部 

 



 

28 

 

 

  

 

 

【現状・課題】 

犯罪被害者等支援にかかる総合的対応窓口は、県内の全市町において設置されています

が、実際に犯罪被害者等への支援に対応した経験のある市町はまだ少数です。県内全域に

おいて、適切な支援に確実につなぐ取組や体制の整備、支援従事者の育成が必要です。 

犯罪被害者等支援施策における国、県、市町のそれぞれの役割は、国は制度の企画立案

や全国的に一定の水準を確保するための基準設定、市町は、住民にとって最も身近な行政

機関であり、かつ、保健医療サービスや福祉サービスの実施主体であることから、一次的

な相談窓口としての役割が期待されます。 

県は、市町域を超える対応や県全域にまたがる関係機関との調整等、広域性やより専門

性の求められる取組を実施し、犯罪被害者等が県内のどこに住んでいても適切な支援が受

けられるよう、国や市町、関係機関等と連携しながら、総合的な支援体制を整備していく

必要があります。 

最も早期に犯罪被害者等に接する可能性が高いのは、警察であり、必要に応じて被害者

支援要員を配置して、犯罪被害者等支援を実施しています。しかし、事件発生からの時間

の経過とともに必要な支援は変遷していきます。また、犯罪被害者等の置かれた状況はさ

まざまであり、必要とされる支援も千差万別となります。このため、保健医療サービスや

福祉サービス、経済的支援等、国、市町、県、さまざまな主体が実施している支援サービ

スにつなげることが必要となってきます。こうした保健医療サービスや福祉サービスの窓

口も犯罪被害者等が各種行政手続きをする窓口も市町であることが多いため、警察本部及

び警察署と市町の犯罪被害者等支援担当者の連携が、円滑な支援にとって極めて重要で

す。 

加えて、犯罪被害者等が児童生徒の場合、当該児童生徒の通う学校と十分連携を取り、

学校においても当該児童生徒を支える体制を一層充実させる必要があります。 

また、犯罪被害者等に対する支援は、市町等の窓口へ行政手続きに訪れた際が起点とな

ることもあります。犯罪被害者等が国、県、市町、民間支援団体等、いずれの機関に支援

を求めても、必要な支援が途切れることなく提供される必要があります。犯罪被害者等

は、突然、事件・事故に遭遇し、生活が激変したり、精神的なショックを受けたりして、

心身ともに日常生活を送ることさえ難しい状態となります。県が実施した犯罪被害者等実

態調査では 50％の方が「家事、育児、介護などができなくなった」と回答しており、半数

の方が被害前にはできていたことができない状態に陥ってしまう様子がうかがえます。 

（２）犯罪被害者等を支える社会の形成の促進 

Ａ 総合的な支援体制の整備 

条例第 ８条 総合的な支援体制の整備 

第 10条 支援従事者の育成 

第 11条 支援従事者に対する支援 

第 12条 民間支援団体に対する支援 

第 13条 市町に対する支援 
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こうした状況の中で、各種行政手続きを一人で進めていくことは非常に困難です。同実

態調査において、「役所の手続きがわからず困った」と 54％の方が回答し、また「刑事手続

きについて分からず困った」と 61％の方が回答しています。 

そうしたことから、犯罪被害者等の心身の状態に配慮しつつ、被害の早期回復又は軽減

が図られるよう、犯罪被害者等への丁寧な情報提供と、関係機関が連携し、各種行政手続

き等が円滑に進められるような支援が必要です。 

 

関係機関・団体との連携イメージ図 

 

〇総合的対応窓口（環境生活部）
〇総合的な支援体制の整備
・県警察及び民間支援団体と県、市町等と
の相互連携の促進

・市町の総合的対応窓口設置に関する支援
・犯罪被害者等支援に従事する者に対する
研修の実施

〇犯罪被害者等への理解の促進
・「犯罪被害を考える週間」を中心とした
広報啓発の実施

・事業者の犯罪被害者等への理解の促進
〇三重県犯罪被害者等見舞金の速やかな給付
〇ＤＶ・児童虐待相談対応、一時保護
〇県営住宅優先枠抽選制度の運用
〇三重県労働室の運営、公共職業訓練の実施
〇犯罪被害者等の実情に応じた福祉サービス
等提供

〇「三重県犯罪被害者等支援施策推進協議
会」の運営 等

知事部局

〇被害者支援要員の運用
〇性犯罪被害者相談ダイヤル「＃８１０３」
の運用

〇被害者連絡制度による捜査に関する情報の
適切な提供

〇「被害者の手引」の配付
〇犯罪被害給付制度の運用
〇公費支出制度の運用
〇再被害防止措置の推進
〇犯罪被害者等への理解の促進
〇生徒等を対象とした「命の大切さを学ぶ教
室」の開催 等

警察

三重県

〇学校現場における犯罪被害者等への支援（ス
クールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカーの運用及び関係機関との連携）

〇学校における児童生徒の犯罪被害者等への理
解の促進 等

教育委員会

三重県庁内支援体制（イメージ）

 

犯罪
被害者等

・支え合い、励まし合い
・支援等の情報交換

自助グループ
・電話相談、面接相談
・病院や警察・裁判所への付き添い支援
・さまざまな支援のコーディネート

(公社)みえ犯罪被害者総合支援センター

・治療
・カウンセリング

医療機関

・犯罪被害の相談
・犯罪被害給付制度
・医療費等の公費支出
制度

・被害者支援要員の配置
・再被害防止措置

警 察

・被害者ホットライン
・被害者等通知制度

検察庁

・法律相談
・示談交渉
・裁判の受任

弁護士会

・各専門分野による支援

その他の関係機関・団体

・スクールカウンセラー等
の活用

・児童生徒への教育

学校・教育委員会

・犯罪被害者支援
ダイヤル

法テラス

・総合的対応窓口
・生活全般の相談・支援
・住まいに関する相談・
支援

・DV、虐待対応
・県民の理解の促進

県・市町

・犯罪被害者等へ理解・
配慮

事業者

生活上の問題
への支援

心身の不調
への支援

捜査、裁判
への支援

犯罪被害者等
への理解
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【施 策】 

施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

《重点施策》 

①県・市町・関係機

関・民間支援団体等の

連携強化による総合的

支援体制の強化 

【再掲】 

市町担当者会議、ブロック別勉強会等各種会

議を通じて、各種行政サービスの窓口である県

や市町、犯罪発生直後から犯罪被害者等支援を

実施する警察、公益社団法人みえ犯罪被害者総

合支援センターとその他関係機関の相互の連携

を強化し、関係機関が一体となって支援の提供

を行う体制づくりを図ります。 

また、県庁内については「三重県安全安心ま

ちづくり・犯罪被害者等支援施策連絡会議」を

開催し、庁内の情報共有と関係部局間の連携強

化を図ります。 

環境生活部 

《重点施策》 

②学校現場における犯

罪被害への対応力の強

化 

【再掲】 

スクールカウンセラーにより、犯罪被害者等

である児童生徒の精神的なケアを実施するとと

もに、教職員とスクールソーシャルワーカー

が、関係機関との積極的な連携を一層図りま

す。  

特に性犯罪・性暴力被害に対しては受講を希

望する教職員を対象に、性犯罪等に関する研修

を実施することで、専門的な知識を得ると同時

に、喫緊の教育課題への対応力の向上をめざし

ます。 

教育委員会 

《重点施策》 

③犯罪被害者等支援に

従事する者に対する研

修等の充実 

犯罪被害者等に寄り添い、必要な支援を適時

適切に提供できるよう、支援従事者による二次

被害防止や犯罪被害者等の個人情報の適切な取

扱いを含めた資質向上のための実践的な研修等

を行います。 

環境生活部 

警察本部 

④支援従事者の心理的

外傷のケア 

支援従事者が犯罪被害者等支援を行う過程に

おいて、強い心理的外傷を受ける場合があるた

め、支援従事者を対象としたストレスに関する

研修を行うほか、精神科医や臨床心理士による

カウンセリングの受診等、支援従事者の精神的

ケアの充実を図ります。 

環境生活部 

警察本部 
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施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

⑤市町の総合的対応窓

口機能の強化 

すべての市町で、窓口を訪れた犯罪被害者等

に対し、その心情に寄り添った対応を行い、か

つ関係部局へ情報が共有され必要な支援が速や

かに犯罪被害者等へ提供されるよう総合的対応

窓口の機能を強化する等、公益社団法人みえ犯

罪被害者総合支援センターと連携した支援を実

施します。 

迅速で適切な支援施策が提供できるよう、市

町の犯罪被害者等支援施策集の作成を支援しま

す。 

環境生活部 

⑥民間支援団体の活動

への支援 

犯罪被害者等の支援を行う民間支援団体に対

し、研修等への講師の派遣や活動への後援を行

います。 

また、県ホームページ等で民間支援団体や自

助グループを掲載し知名度を向上させるととも

に、活動内容の紹介や連携した活動を行うこと

で活動の活性化を支援します。 

環境生活部 
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【現状・課題】 

条例第２条では、二次被害について、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の

偏見や心無い言動、プライバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報

道機関等による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経

済的な損失等の被害をいうと規定しています。 

二次被害は、犯罪被害者等にとって深刻な問題であり、被害の早期の回復又は軽減等の

妨げとなることから、二次被害を防止する必要があります。 

県が実施した犯罪被害者等実態調査によると、68％の方が「噂をたてられたり、心無い

言葉に傷つけられたりした」と回答しています。 

また県が実施した犯罪被害者等支援に関する意識調査によると、犯罪を受けた被害者や

その家族が受ける二次被害について、「知っている」と回答した方の割合は 55.7％でした

が、犯罪被害者やそのご家族に対して、周囲の人間がどのように接したら良いか知ってい

るかについては、「知らない」と答えた割合が 88.2％でした。 

こうした結果を踏まえ、犯罪被害者等がどのような状況に置かれているか、周囲はどの

ように接し、支えていくことができるのかということについて、県民の理解を促進する必

要があります。 

犯罪被害者等が二次被害を受けることがないように、学校においては、児童生徒に対し

て犯罪被害者等の人権について理解を深める教育を実施する必要があります。 

 

【施 策】 

施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

《重点施策》 

①「犯罪被害を考え

る週間」における広

報啓発の実施 

広く県民に犯罪被害者等の置かれている状

況や支援の必要性の理解促進を図るため、

「犯罪被害を考える週間」、犯罪被害者や家

族・遺族による講話等による「犯罪被害を考

える集い」を開催するほか各種広報媒体を活

用した積極的な広報啓発を実施します 

環境生活部 

警察本部 

《重点施策》 

②ＳＮＳ等さまざま

な広報媒体を活用し

た広報の強化 

ＳＮＳ等を通じて随時情報発信を行い、県

民が犯罪被害者支援等に触れる機会を増や

し、犯罪被害者等支援について理解を深め、

自らできる支援や配慮について考える契機を

増やします。 

環境生活部 

  

（２）犯罪被害者等を支える社会の形成の促進 

 
Ｂ 犯罪被害者等への理解の促進 

条例第 22条 県民の理解の促進 

第 23条 学校における教育の促進 
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施 策 名 施 策 概 要 主担当部 

《重点施策》 

③犯罪被害者等への

支援に関する出前講

座の実施 

自治会や事業所等へ県の職員が赴き、犯罪

被害者等支援の必要性等について説明し、犯

罪被害者等への理解の促進及び二次被害の防

止等を図るほか、みえ性暴力被害者支援セン

ター「よりこ」の支援内容等について説明

し、「よりこ」の認知度の向上及び性暴力被

害の潜在化防止を図ります。 

環境生活部 

④事業者の犯罪被害

者等への理解の促進

【再掲】 

県内の事業者、事業者団体に対し、犯罪被

害者等への理解の促進と必要な配慮等につい

て、啓発を実施し、被害後の休職・退職及び

職場における二次被害の防止等を図ります。 

環境生活部 

⑤医療従事者等の犯

罪被害者等への理解

の促進 

犯罪被害者等に早い段階で接する可能性の

高い医療従事者等に対し、研修等を実施し、

犯罪被害者等の心情や支援の必要性について

の理解の促進及び二次被害の防止等を図りま

す。 

環境生活部 

⑥インターネット上

の誹謗中傷等への対

応 

犯罪被害者等がインターネット上の誹謗中

傷等、問題のある書き込みによって二次被害

を受けた場合は、関係機関と連携し、速やか

に削除されるよう働きかけます。 

環境生活部 

⑦学校における犯罪

被害者等への理解の

促進 

犯罪被害者等の講演等による「命の大切さ

を学ぶ教室」の開催や「人権教育ガイドライ

ン」等を活用した人権教育を通じて、児童生

徒の犯罪被害者等への理解の促進及び二次被

害の防止等を図ります。 

また、児童生徒を性犯罪・性暴力の加害

者・被害者・傍観者にさせないための「生命

（いのち）の安全教育」を推進します。 

警察本部 

教育委員会 
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（１）進捗管理 

本計画の進捗管理については、年度ごとに犯罪被害者等支援施策の実施状況を年次報告

書として取りまとめ、計画策定に際して意見を聴取した有識者等会議である「三重県犯罪

被害者等支援施策推進協議会」で意見を聴取します。 

同協議会からの意見を踏まえ、進捗状況を点検し、施策の改善を図るとともに、年次報

告書を公表します。 

 

（２）数値目標 

犯罪被害者等支援施策の取組の進捗を客観的に判断するため、以下の数値目標を設けま

す。 

 

① 「犯罪被害者等が受ける二次被害」の認知度 

県民の犯罪被害者等が受ける二次被害への認知度が向上されることにより、県民の犯

罪被害者等への理解が進み、犯罪被害者等を支える社会の形成につながることが期待で

きます。 

②  犯罪被害者等支援施策集等作成市町数 

犯罪被害者等支援施策や相談窓口等を取りまとめた犯罪被害者等支援施策集を各市町

が作成することで、市町内における連携を促進するとともに、ワンストップ支援窓口設

置等、迅速で適切な支援に結びつく体制の整備に資することができます。  

③  「～性犯罪・性暴力をなくそう～よりこ出前講座」の受講者数（累計） 

県民に直接、みえ性暴力被害者支援センター「よりこ」出前講座を行うことで、性犯

罪・性暴力の相談窓口の認知度が向上するほか、被害の潜在化の防止、被害者への理解

増進に資することができます。 

   

４ 進捗管理  

目標項目 
現状値 

(令和５年度) 

目標値 

(令和８年度) 
対応する基本施策 

① 「犯罪被害者等が受 

ける二次被害」の認知   

度 

実施方法 

検討 
検討中 

・相談及び情報の提供 

・犯罪被害者等への理解の促進 

② 犯罪被害者等支援施

策集等作成市町数 

19市町 

（最終数値

を記載） 

29市町 

・相談及び情報の提供 

・被害の早期回復・軽減のための支援 

・生活再建に対する支援 

・総合的な支援体制の整備 

③ 「～性犯罪・性暴力

をなくそう～よりこ

出前講座」の受講者

数（累計） 

 

2,357人 

（最終数値

を記載） 

 

延べ 

4,100人 

・相談及び情報の提供 

・被害の早期回復・軽減のための支援 

・総合的な支援体制の整備 

・犯罪被害者等への理解の促進 
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本計画に掲載の犯罪被害者等支援に関する専門的な用語について解説します。 

あ行                     

い 
命の大切さを
学ぶ教室 

警察が、公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター、教育委員会等の関係
機関・団体と連携して開催している中学生や高校生等を対象とした犯罪被害者等
による講演会 

い 

生命（いの
ち）の安全教
育 
 

性暴力の根絶に向けて文部科学省が推進する、発達の段階に応じた、「生命
（いのち）を大切にする」「加害者にならない」「被害者にならない」「傍観者
にならない」ための教育 
具体的には、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、ま

た、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、
自分や相手、一人一人を尊重する態度等を、発達段階に応じて身に付けることを
目指す 

い 遺族見舞金 

三重県犯罪被害者等見舞金の種類の１つ 
給付額は６０万円 
犯罪被害により亡くなった犯罪被害者の遺族であって、犯罪行為が行われた時

に三重県内に住所を有する第１順位遺族が対象 
 第１順位遺族は、以下の①～⑪の遺族のうち、最も数字の小さい遺族 
 ⅰ ①配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。） 
 ⅱ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の   ②子、③

父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 
 ⅲ ⅱに該当しない犯罪被害者の⑦子、⑧父母、⑨孫、⑩祖父母、⑪兄弟姉妹 

                      

さ行                     

さ 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられること 

し 支援従事者 
犯罪被害者等支援に従事する者 
県、市町等の行政機関の職員をはじめ、医療従事者や民間の支援ボランティア

等 

し 児童虐待 
「児童虐待の防止等に関する法律」（平成 12（2000）年法律第 82 号）に規

定されている保護者が、その監護する児童について身体的、性的、心理的に虐待
を行うこと、又はその育児を放棄すること 

し 重傷病見舞金 

三重県犯罪被害者等見舞金の種類の１つ 
給付額は２０万円 
犯罪行為によって、重傷病（療養の期間が１か月以上かつ通算３日以上の入院

を要すると医師に診断された）を負った犯罪被害者であって、犯罪行為が行われ
た時に三重県内に住所を有する者が対象 

し 心理的外傷 
児童虐待、不同意性交等の犯罪、事故、いじめを含む悲惨な体験等による心の

傷 
「心的外傷」、「トラウマ」ともいう 

す 
スクールカウ
ンセラー 

児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止め、学校におけるカウンセリング機能
の充実を図るため、学校に配置されている臨床心理に専門的な知識・経験を有す
る専門職員 

Ⅴ 資料 

 １ 三重県犯罪被害者等支援推進計画用語集       
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す 
スクールソー
シャルワー 
カー 

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術により、学
校において問題を抱えた児童生徒やその保護者に対し、当該児童生徒が置かれた
環境へ働き掛けたり、関係機関等とのネットワークを活用したりするなど、多様
な支援方法を用いて、課題解決への対応を図っていく専門職員 

せ 
精神療養見舞
金 

三重県犯罪被害者等見舞金の種類の１つ 
給付額は５万円 
特定の犯罪行為によって、精神疾患（療養の期間が３か月以上かつ通算３日以

上労務に服することができないと医師に診断された）を負った犯罪被害者であっ
て、犯罪行為が行われた時に三重県内に住所を有する者が対象 
 特定の犯罪行為は、殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘
拐及び人身売買（殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む） 

せ 性犯罪 

性に関する犯罪 
一般的には、公然わいせつ、不同意わいせつ、不同意性交等の刑法犯のほか、

「児童福祉法」（昭和 22（1947）年法律第 164 号）違反や「児童売春・児童
買春、児童ポルノにかかる行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法
律」（平成 11(1999)年法律第 52 号）違反等の特別法犯、「公衆に著しく迷惑
をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」（昭和 38（1963）年三重県条
例第 11 号）違反の一部（同条例第２条第２項及び第２条第３項に規定されてい
る行為等）や「三重県青少年健全育成条例」（昭和 46（1971）年三重県条例第
62 号）違反の一部（同条例第２３条に規定されている行為等）等の条例違反も
含まれる 

せ 性暴力 性犯罪を含む自分の意に反して受ける性的な行為 

そ 
総合的対応窓
口 

犯罪被害者等からの相談・問合せに対応して、関係部局や関係機関・団体に関
する情報提供・橋渡しを行うなど、総合的な対応を行う窓口 

そ 
総合的な支援
体制 

県、国、市町、関係機関・団体その他犯罪被害者等支援に関する者が連携し、
犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建
に対する支援を行うとともに、必要な犯罪被害者等支援施策を推進するための体
制 

                     

た行                 

て ＤＶ 
配偶者や恋人等の親密な関係にある、又は、あった者からの身体に対する暴力

又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動 

て ＤＶ被害者 DV により被害を被った者 

   
 

                  

な行                   

に 二次被害 

犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心無
い言動、プライバシーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道
機関等による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不
調のほか、経済的な損失等の被害 
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は行                   

は 犯罪 

個人の生命、身体又は財産上に危害を及ぼす行為等、刑法その他の刑罰法規の
規定により、刑罰を科せられる行為 
 なお、例えば、以下（DV、児童虐待等）のような行為は、当該法において
は、刑罰の規定はないが、刑法その他の刑罰法規の規定により刑罰を科せられる
行為であり、犯罪となる行為である。 
ⅰ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成 13 年
（2001）法律第 31 号）に規定されている「身体に対する暴力」等の行為 

ⅱ 「児童虐待の防止等に関する法律（平成 12（2000）年法律第 82 号）」に規
定されている「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え
ること」、「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為
をさせること」等の行為 

は 犯罪等 

犯罪に加え、刑罰を科せられる行為ではないが、犯罪に類似する行為であっ
て、行為の相手方の心身に有害な影響を及ぼす性質を有する行為 
例えば、以下のような行為が「相手方の心身に有害な影響を及ぼす性質を有す

る行為」に該当する。 
ⅰ 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」（平成 12（2000）年法律第 81
号）に規定されているつきまとい等で、反復しない程度のものであっても、身
体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害さ
れる不安を覚えさせる行為をいい、具体的には、特定の人に対して、つきまと
い、見張りをするなど、不安を抱かせること等をいう 

ⅱ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成 13
（2001）年法律第 31 号）に規定されている「身体に対する暴力に準ずる心身
に有害な影響を及ぼす言動」をいい、具体的には、人格を否定するような暴言
等の精神的暴力等をいう 

ⅲ 「児童虐待の防止等に関する法律」（平成 12（2000）年法律第 82 号）に規
定されている「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食」等をい
い、具体的には、適切な食事を与えない行為等、子どもの健康・安全への配慮
を怠ることをいう 

は 
犯罪被害給付
制度 

殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は身体
に障害を負わされた犯罪被害者に対し、社会の連帯扶助の精神に基づき、国が犯
罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的負担の緩和を図ろうとするもの 
なお、その支給にかかる裁定事務は都道府県警察が担っている 

は 犯罪被害者 犯罪等により害を被った者 

は 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族 

は 
犯罪被害者等
支援 

犯罪被害者等に対する支援 

は 
犯罪被害者等
支援施策 

犯罪被害者等支援に関する施策 

は 
犯罪被害者等
早期援助団体 

犯罪被害等の受けた被害を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏
な生活を営むことができるように支援することを目的として設置され、犯罪被害
者等支援に関する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる営利を目
的としない法人であって、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の
支援に関する法律」（昭和 55（1980）年法律第 36 号）に基づき、都道府県公
安委員会の指定を受けた団体 
 三重県においては、公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センターが指定を受
けている 
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は 
犯罪被害を考
える週間 

「三重県犯罪被害者等支援条例」（平成 31（2019）年三重県条例第３号）に
おいて規定されている犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の
必要性について県民の理解を深めるための週間 
週間は、11 月 25 日から 12 月１日までであり、国が規定する「犯罪被害者週

間」と同一の期間としている 

ひ PTSD 

PTSD（Post Traumatic Stress Disorder：心的外傷後ストレス障害）
は、死の危険に直面した後に、その体験の記憶が自分の意志とは関係なく、フラ
ッシュバックのように思い出されたり、悪夢に見たりすることが続き、不安や緊
急が高まったり、辛さのあまり現実感がなくなったりする状態のこと。3 か月以
内には半分以上の人が自然回復するものの、1 年以上経っても一定数の人は自然
回復しないという研究もある 
代表的な症状は以下の 4 つです 
体験直後にこうした症状が出現するのは普通ですが、それが体験後 1 か月経っ

ても続き、生活の妨げになった場合に PTSD の診断がつく 
【侵入症状（再体験症状）】 
トラウマの記憶がよみがえる、再体験（フラッシュバック）、繰り返す悪夢 
【回避・麻痺症状】 
トラウマを思い出させる場所、人物、物事を避ける、感情や感覚が麻痺する 
【思考や気分の陰性変化】 
疎外感、孤独感、うつ症状、罪悪感を持ってしまう、幸福感や満足感がなくなる 
【覚醒レベルと反応の変化】 
眠れなくなる、緊張状態の持続、危険に対して過度に敏感となる 

ふ 
プライベート
ゾーン 

「自分だけの大切な場所」と定義され、一般的に水着を着用したときに隠れる
部分（性器、胸または尻）を言う 
また、口も大切な場所に含む 

  
  
  

                  

ま行 
  
  

              

み 
三重県犯罪被
害者等支援施
策推進協議会 

「三重県犯罪被害者等支援条例」（平成 31（2019）年三重県条例第３号）に
基づき、犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした
学識経験者・県民代表者、犯罪被害者等支援に関する関係機関・団体に属する者
等を構成員とする会議 

み 
三重県犯罪被
害者等見舞金 

殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、又は重傷
病や精神疾患を負われた犯罪被害者に対して、その経済的負担の軽減を図るため
に三重県が給付する見舞金 
遺族見舞金、重傷病見舞金、精神療養見舞金の３種類がある 

み 民間支援団体 犯罪被害者等支援を行うことを主たる目的とする民間の団体 
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平成 31年 3月 18日公布 

三 重 県 条 例 第 3 号 

目次 

 第一章 総則（第一条―第七条） 

 第二章 推進体制の整備（第八条―第十四条） 

 第三章 基本的施策（第十五条―第二十四条） 

 附則 

 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、犯罪被害者等に対する支援（以下「犯罪被害者等支援」という。）に関し、

基本理念を定め、並びに県、県民、事業者及び民間支援団体の責務を明らかにするとともに、

犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画

的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活

の再建に対する支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える社会の形成を促進することを目的

とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

二 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

三 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び危害を加えられること 

をいう。 

四 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見や心無い言動、プライバ

シーの侵害、インターネットを通じて行われる誹謗
ひ ぼ う

中傷、報道機関等による過剰な取材等に

より犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害をいう。 

五 民間支援団体 犯罪被害者等支援を行うことを主たる目的とする民間の団体をいう。 

（基本理念） 

第三条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が個人としての尊厳を重んぜられるとともに、その

尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう、犯罪被害者等の立場に立って適切

に推進されなければならない。 

２ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害又は二次被害の状況及び原因、犯罪被害者

等の置かれている生活環境その他犯罪被害者等の事情に応じて適切に推進されなければならな

い。 

３ 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の心身の状況の変化に応じた必要な支援が途切れること

なく提供されることを旨として推進されなければならない。 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国及び市町との

適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策（以下「犯罪被害者等支援施策」

という。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 三重県犯罪被害者等支援条例 
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２ 県は、犯罪被害者等支援施策の策定及び実施に当たっては、国、市町等関係機関及び民間支

援団体その他犯罪被害者等支援に関係する者と相互に連携を図るものとする。 

（県民の責務） 

第五条 県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援

の必要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、県が

実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支

援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることの

ないよう十分配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努めるも

のとする。 

２ 事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労の支援及び勤務に十分配慮するとともに、必要

な支援を行うよう努めるものとする。 

（民間支援団体の責務） 

第七条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する知識及び経験を活用

し、犯罪被害者等を支援するとともに、県が実施する犯罪被害者等支援施策に協力するよう努

めるものとする。 

 

    第二章 推進体制の整備 

（総合的な支援体制の整備） 

第八条 県は、国、市町等関係機関及び民間支援団体その他犯罪被害者等支援に関係する者と連

携し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建に対す

る支援を行うとともに、必要な犯罪被害者等支援施策を推進するための総合的な支援体制の整

備に努めるものとする。この場合において、県は、再被害及び二次被害の防止並びに犯罪被害

者等が受けた被害の潜在化の防止について留意するものとする。 

２ 県は、前項の総合的な支援体制の整備に当たっては、それぞれの犯罪等による被害の状況を

踏まえ、犯罪被害者等が犯罪被害者等支援に関係する行政機関及び民間支援団体その他犯罪被

害者等支援に関係する者のいずれに支援を求めた場合であっても、必要な支援を途切れること

なく受けることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

（推進計画） 

第九条 県は、犯罪被害者等支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等支援に

関する計画（以下この条において「推進計画」という。）を定めるものとする。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 犯罪被害者等支援に関する基本方針 

二 犯罪被害者等支援に関する具体的施策 

三 前二号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援施策を推進するために必要な事                                      

項 

３ 県は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映するために必要な措

置を講ずるものとする。 

４ 県は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

５ 前二項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

６ 県は、推進計画に基づく施策の実施状況について公表するものとする。 



 

41 

 

 

（支援従事者の育成） 

第十条 県は、犯罪被害者等が必要な支援を受けることができるよう、県及び市町の職員その他

犯罪被害者等支援に従事する者（以下「支援従事者」という。）に対し、犯罪被害者等支援に関

する研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、支援従事者に対し、自らの配慮に欠けた言動により、犯罪被害者等に対し二次被害を

与えることがないよう、犯罪被害者等支援に関する研修の実施その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

（支援従事者に対する支援） 

第十一条 県は、支援従事者が犯罪被害者等支援を行う過程において犯罪被害者等と同様の心理

的外傷を受けることを防止するため、支援従事者に対する研修の実施その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

（民間支援団体に対する支援） 

第十二条 県は、民間支援団体の活動の促進を図るため、犯罪被害者等支援に関する情報の提供

及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（市町に対する支援等） 

第十三条 県は、市町が相談体制の充実その他の犯罪被害者等支援施策を実施するに当たって

は、情報の提供及び助言その他の必要な支援を行うものとする。 

２ 市町は、地域の状況に応じ、犯罪被害者等支援において、県と相互に連携し、協力するもの

とする。 

（財政上の措置） 

第十四条 県は、犯罪被害者等支援施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努め

るものとする。 

 

    第三章 基本的施策 

（相談及び情報の提供） 

第十五条 県は、犯罪被害者等が早期に日常生活及び社会生活を営むことができるようにするた

め、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

を行い、専門的知識又は技能を有する者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。 

（経済的負担の軽減） 

第十六条 県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成

に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第十七条 県は、犯罪被害者等が犯罪等による心理的外傷その他の心身に受けた影響から回復で

きるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが

提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（損害賠償請求に関する支援） 

第十八条 県は、犯罪被害者等の状況を踏まえ、犯罪被害者等が行う損害賠償請求に関し、情報

の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（安全の確保） 

第十九条 県は、再被害及び二次被害を防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への

入所による保護、防犯に係る指導及び助言、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確

保その他の必要な施策を講ずるものとする。 
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（居住の安定） 

第二十条 県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の生活の

安定を図り、又は再被害及び二次被害を防止するため、県営住宅への優先的な入居その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（雇用の安定） 

第二十一条 県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等の就労に対する支援そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 県は、事業者が犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理

解を深めるとともに、犯罪被害者等を支えるための職場環境の整備及び改善並びに二次被害の

防止に向けた取組その他犯罪被害者等支援を促進できるよう、情報の提供その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

（県民の理解の促進） 

第二十二条 県は、犯罪被害者等の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について県

民の理解を深めるとともに、二次被害を防止し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させることの

ないよう、犯罪被害を考える週間を設け、啓発を図るとともに情報の提供、教育の充実その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

２ 犯罪被害を考える週間は、十一月二十五日から十二月一日までとする。 

（学校における教育の促進） 

第二十三条 県は、学校の設置者等と連携し、学校において児童、生徒等に対して犯罪被害者等

の置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深めるとともに、二次被害

を防止するための教育その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（個人情報の適切な管理） 

第二十四条 県は、個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及び関係者の個人情報を適切に管

理しなければならない。支援従事者が個人情報を取り扱う場合も同様とする。 

附 則 

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。 
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 （平成 16年 12月 8日法律第 161号） 

最終改正：平成 27年 9月 11日法律第 66号 
 

安全で安心して暮らせる社会を実現することは、国民すべての願いであるとともに、国の重要

な責務であり、我が国においては、犯罪等を抑止するためのたゆみない努力が重ねられてきた。 

しかしながら、近年、さまざまな犯罪等が跡を絶たず、それらに巻き込まれた犯罪被害者等の

多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言い難いばかりか、十分な支援を受けられず、

社会において孤立することを余儀なくされてきた。さらに、犯罪等による直接的な被害にとどま

らず、その後も副次的な被害に苦しめられることも少なくなかった。 

もとより、犯罪等による被害について第一義的責任を負うのは、加害者である。しかしなが

ら、犯罪等を抑止し、安全で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪

被害者等の声に耳を傾けなければならない。国民の誰もが犯罪被害者等となる可能性が高まって

いる今こそ、犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、その権利利益の保護が図られる社会の実

現に向けた新たな一歩を踏み出さなければならない。 

ここに、犯罪被害者等のための施策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国、地方公共

団体及びその他の関係機関並びに民間の団体等の連携の下、犯罪被害者等のための施策を総合的

かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共

団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を

定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被

害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。  

（定義）  

第二条 この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行

為をいう。 

２ この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族

をいう。  

３ この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を

回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がそ

の被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。 

（基本理念）  

第三条 すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障さ

れる権利を有する。  

２ 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その

他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。  

３ 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営

むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよ

う、講ぜられるものとする。  

（国の責務）  

 ３ 犯罪被害者等基本法       
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第四条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、犯罪被害者等

のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務）  

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役

割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。  

（国民の責務）  

第六条 国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとと

もに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければ

ならない。  

（連携協力）  

第七条 国、地方公共団体、日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十六年法律第七十四

号）第十三条 に規定する日本司法支援センターをいう。）その他の関係機関、犯罪被害者等の

援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施される

よう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。  

（犯罪被害者等基本計画）  

第八条 政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者

等のための施策に関する基本的な計画（以下「犯罪被害者等基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。  

２ 犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項  

３ 内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基

本計画を公表しなければならない。  

５ 前二項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。  

（法制上の措置等）  

第九条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置

を講じなければならない。  

（年次報告）  

第十条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出

しなければならない。  

 

第二章 基本的施策  

（相談及び情報の提供等）  

第十一条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことがで

きるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情

報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講

ずるものとする。  

（損害賠償の請求についての援助等）  

第十二条 国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実
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現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求につ

いてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策

を講ずるものとする。  

（給付金の支給に係る制度の充実等）  

第十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るた

め、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。  

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供）  

第十四条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた

影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び

福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。  

（安全の確保）  

第十五条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止

し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被

害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、

犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。  

（居住の安定）  

第十六条 国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪

被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅（公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）

第二条第二号に規定する公営住宅をいう。）への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずる

ものとする。  

（雇用の安定）  

第十七条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置か

れている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。  

（刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等）  

第十八条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関

与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗状況等に関する情報の提供、刑

事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずるものとす

る。  

（保護、捜査、公判等の過程における配慮等）  

第十九条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公

判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、

犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等

に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な

施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。  

（国民の理解の増進）  

第二十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれてい

る状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深める

よう必要な施策を講ずるものとする。  

（調査研究の推進等） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行う

ことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影

響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに国
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の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等

必要な施策を講ずるものとする。  

（民間の団体に対する援助）  

第二十二条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被

害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るた

め、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。  

（意見の反映及び透明性の確保）  

第二十三条 国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び実施に資する

ため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための

制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 

第三章 犯罪被害者等施策推進会議   

（設置及び所掌事務）  

第二十四条 内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議（以下「会議」という。）

を置く。  

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。  

二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議する

とともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評

価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べること。  

（組織）  

第二十五条 会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。  

（会長）  

第二十六条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。  

２ 会長は、会務を総理する。  

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。  

（委員）  

第二十七条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 国家公安委員会委員長  

二 国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

三 犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣 

が任命する者  

２ 前項第三号の委員は、非常勤とする。  

（委員の任期）  

第二十八条 前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。  

２ 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等）  

第二十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。  

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者

以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任）  
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第三十条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め

る。  

 

附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。  

附 則 （平成 26年 6月 25日法律第 79号） 抄  

（施行期日等） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 
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（趣旨） 

第１条 この要領は、三重県犯罪被害者等見舞金（以下「見舞金」という。）の給付について、

三重県補助金等交付規則（昭和３７年三重県規則第３４号）、環境生活部関係補助金等交付要

綱（平成２４年三重県告示第２４３号）及び三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措

置要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた

人の生命又は身体を害する罪に当たる行為（刑法（明治４０年法律第４５号）第３７条第１

項本文、第３９条第１項又は第４１条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法

第３５条又は第３６条第１項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。）を

いう。 

（２）犯罪被害 犯罪行為による死亡、重傷病又は精神疾患をいう。 

（３）犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。 

（４）犯罪被害者等 犯罪被害を受けた者及びその遺族をいう。 

（５）重傷病 負傷又は疾病にかかる身体の被害であって、当該負傷又は疾病の療養に要する期

間が１か月以上かつ通算３日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいう。 

（６）精神疾患 刑法犯罪のうち、個人の生命及び身体を侵害する度合いが高い特定の犯罪であ

る殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐及び人身売買（殺人未遂以外

の犯罪についても未遂を含む。）の被害を受けたことを起因とする精神的衝撃による精神の被

害であって、その療養に要する期間が３か月以上かつ通算３日以上労務に服することができ

ないと医師に診断されたものをいう。 

（７）犯罪被害を知った日 犯罪被害者が死亡した場合は、その遺族が警察等からの連絡により

当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病又は精神疾患を負った場合は、医師

の診断により重傷病又は精神疾患であると診断された日をいう。 

（見舞金の種類、給付額及び給付対象者） 

第３条 見舞金の種類、給付額及び給付対象者は、次の各号に定めるところとする。 

  なお、同一の世帯において給付対象者が複数いる場合、又は、給付対象者が複数の給付を受

けることとなる場合には、上限を６０万円として給付する。 

（１）遺族見舞金  

ア  給付額 

６０万円 

イ 給付対象者 

犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族（第３条第１項第２号、同項第３号に定める

給付後死亡した者の遺族を含む）であって、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行わ

れた時において、県内に住所を有する第４条第３項から第４項に定める第１順位遺族  

（１）重症病見舞金 

ア  給付額 

４ 三重県犯罪被害者等見舞金給付要領 
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２０万円 

イ 給付対象者 

当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、県内に住所を有する第２

条第１項第５号にいう犯罪被害者 

（３）精神療養見舞金 

ア 給付額 

５万円 

イ 給付対象者 

当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、県内に住所を有する第２

条第 1項第６号にいう犯罪被害者 

（４）前三号に掲げる見舞金について、給付対象者が、やむを得ない事情により住民登録をせず

に県内に居住している場合は、県内に居住していることが客観的に確認できる書類の提出に

より「県内に住所を有している者」とみなすことができる。 

（遺族の範囲及び順位） 

第４条 遺族見舞金の給付対象者は、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時におい

て、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）犯罪被害者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった

者（婚姻の意思及びこれに基づく共同生活の実態がある者をいい、異性間、同性間であるこ

とを問わない。第５条第１項第１号においても同じ。）を含む。） 

（２）犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯（以下「同一生計維持世帯」という。）

における当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹（以下「生計維持遺族」とい

う。） 

（３）前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

２ 犯罪被害者の死亡の当時、胎児であった子がその後出生した場合において、前項の規定の適

用については、その母が犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者の収入によって生計を維持して

いたときは同項第２号の子とし、その他のときにあっては、同項第３号の子とみなす。 

３ 遺族見舞金給付対象の遺族の順位は、第１項各号の順序とし、同項第２号及び第３号に掲げ

る者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。  

この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後とする。 

ただし、第１順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合は、第２順位以降の遺族は、当該見

舞金の申請をすることができない。   

４ 第１項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、当

該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の給付を受けることができる先順位若しくは同順位遺

族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の給付を受けることができる遺族としな

い。 

（見舞金を給付しないことができる場合） 

第５条 知事は、次の各号に掲げる場合は、見舞金を給付しないことができる。 

（１）当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第１順位遺 

族と加害者との間に親族関係（事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）があったと 

き。 

  ただし、犯罪被害者が１８歳未満の者を監護していた場合は、この限りでない。 
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（２）犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、そ 

の責めに帰すべき行為があったとき。 

（３）犯罪被害者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 

号）第２条第２号及び第６号に定める暴力団、暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力

し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であったとき。 

（４）前三号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、 

見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。 

（見舞金の給付の申請） 

第６条 遺族見舞金の給付を申請しようとする場合は、三重県犯罪被害者等見舞金（遺族見舞

金）給付申請書（様式第１号）及び犯罪被害申告書（様式第２号）に、次の各号に定める書類

を添えて、知事に提出しなければならない。 

  ただし、申請を行う者が未成年者又はやむを得ない事情により当該見舞金の申請ができない

場合は、当該申請を行う者の法定代理人が代理申請できる。  

（１）犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年 

月日を証明することができる書類の写し 

（２）申請を行う者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、県内に住所を有 

していた者又は居住していた者であることを証明する書類（住民票の写し、戸籍の附票等） 

（３）申請を行う者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍 

の謄本又は抄本その他の証明書 

（４）申請を行う者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上 

婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類（婚姻

（パートナーシップの関係）の意思、犯罪被害者及び申請を行う者の親族、友人、隣人等の

申述書、住民票の写し等） 

（５）申請を行う者が配偶者（婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻 

関係と同様の事情にあった者を含む。）以外の者であるときは、第１順位遺族であることを証

明することができる書類（先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄

本） 

（６）申請を行う者が生計維持遺族であるときは、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行わ 

れた時において、犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる

書類 

（７）遺族見舞金の給付を受けることができる遺族が２人以上あるときは、三重県犯罪被害者等 

見舞金（遺族見舞金）受給代表者決定申出書（様式第３号） 

（８）犯罪被害にあった事実を認めることができる書類（盗難等被害届出証明書、交通事故証明 

書等） 

（９）その他、知事が必要と認める書類 

２ 重傷病見舞金・精神療養見舞金の給付を申請しようとする場合は、三重県犯罪被害者等見舞

金（重傷病・精神療養見舞金）給付申請書（様式第４号）及び犯罪被害申告書（様式第２号）

に、次の各号に定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

  ただし、申請を行う者が未成年者又はやむを得ない事情により当該見舞金の申請ができない

場合は、当該申請を行う者の法定代理人が代理申請することができる。 

（１）重傷病・精神疾患に該当することが証明できる医師の診断書 
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診断書には、受傷日、療養期間、入院日数、病名を明記すること。精神療養見舞金にかか

るものについては、入院日数の記載は要せず、その症状の程度が通算３日以上労務に服する

ことができないことを明記すること。 

（２）犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、県内に住所を有していた者又は居

住していた者であることを証明する書類（住民票の写し、戸籍の附票等） 

（３）犯罪被害にあった事実を認めることができる書類（盗難等被害届出証明書、交通事故証明

書等） 

（４）その他、知事が必要と認める書類 

３ 同一の加害者がした関連する数個の犯罪行為による犯罪被害に対する数個の申請は、包括し

て１個の申請として取り扱う。 

（給付の申請の期限） 

第７条 前条の規定による申請は、当該犯罪被害を知った日から１年を経過したとき又は犯罪被

害が発生した日から７年を経過したときは、することができない。 

なお、重傷病見舞金、精神療養見舞金の給付を受けた者が、遺族見舞金の給付を受けた場合

にあっても、犯罪被害を知った日から１年を経過したときには、これをすることができない。 

ただし、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（平成２５年法律第

８６号）第２条第１項各号に定める危険運転致死傷にあっては、故意による犯罪であることを

知った日から、１年以内に限り、当該申請をすることができる。 

（給付の決定等） 

第８条 知事は、第６条の規定による申請があった場合は審査を行った後、見舞金を給付する旨

又は給付しない旨の決定を行わなければならない。 

２ 知事は、前項の決定を行った時は、速やかに、三重県犯罪被害者等見舞金給付決定通知書

（様式第５号）又は三重県犯罪被害者等見舞金不給付決定通知書（様式第６号）により、申請を   

行った者に通知するものとする。 

３ 知事は、第１項に規定する見舞金の審査に際し、申請者等から当該申請にかかる状況等につ

いて調査をすることができる。この場合、知事は申請書及び添付書類等の内容審査のほか、必

要に応じて関係機関への照会を行うことができる。 

４ 前項の規定は、見舞金の給付決定後においても適用があるものとする。 

（見舞金の請求） 

第９条 前条に規定する通知により見舞金の給付決定を受けた者は、三重県犯罪被害者等見舞金

給付請求書（様式第７号）により、知事に当該見舞金の給付を請求するものとする。 

（給付の決定の取り消し） 

第１０条 知事は、見舞金の給付決定を受けた者が当該給付を受ける資格がないと判明したとき

は、当該決定を取り消すことができる。 

２ 知事は、見舞金を給付する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受

けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。 

（見舞金の返還） 

第１１条 前条の規定により決定を取り消した場合において、既に見舞金が給付されているとき

は、当該見舞金の給付を受けた者は知事が定める日までに見舞金を返還しなければならない。 
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（その他） 

第１２条 この要領に定めるもののほか、見舞金の給付に関し必要な事項は、知事が別に定め

る。 

附則    

 この要領は、平成３１年４月１日から施行し、同日以降に発生した犯罪行為に起因する犯罪被

害について適用する。 

附則    

 この要領は、令和３年１月１８日から施行する。 

附則  

１ この要領は、令和５年７月１３日から施行する。 

２ この要領の施行前にした犯罪行為の犯罪被害については、なお従前の例による。 

  



 

53 

 

 

５ 三重県犯罪被害者等支援施策推進協議会名簿 

令和6年3月現在

氏名 所属団体・役職等 備考

伊藤　正朗
三重弁護士会推薦弁護士
三重弁護士会犯罪被害者支援センター委員長

会長

上野　達彦
三重大学名誉教授
犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり推進会議会長

副会長

仲　律子 一般社団法人三重県公認心理師会　会長

鷲見　三重子 いのちの言葉プロジェクト　代表

黒宮　勇一郎 公益社団法人　みえ犯罪被害者総合支援センター事務局長

堤　佳功 四日市市市民生活部　市民協働安全課長　

江藤　美将 日本司法支援センター三重地方事務所　事務局長

山本　剛生 津地方検察庁　統括捜査官　犯罪被害者支援担当

髙橋　康二 三重県警察本部　警務部　警務課長

田名瀬　孝代 三重県　環境生活部　くらし・交通安全課長

【事務局】
三重県環境生活部くらし・交通安全課


